
葛 職員数の状況

各年度４月１日現在
職員数（人）区  分

対前年増減平成２２年平成２３年部  門
△７４３６４２９一般行政部門
△４１３４１３０教 育 部 門
△８５４４５３６公営企業等会計部門
△１１３５１３４消 防 部 門
△２０１,２４９１,２２９合　計

※消防部門の職員は一部事務組合へ派遣。

産職員数の状況
職員数は、事務事業の見直しや組織の再編、民間委
託の活用など、業務の効率化を図りながら抑制に
努めています。

産一般行政職級別職員数の状況
職員の給料は、行政職や医療職など職種で区分
し、それぞれの職務の内容と責任の度合いに応
じ、級と号俸（給料月額）を定めています。

平成２３年４月１日現在
職員数（人）標準的な職務区分

２９１級主事・技師１級
７９２級主事・技師２級
１３３上級主事・技師３級
１２７係長相当職４級
８５課長相当職５級
２９理事・部長・次長職６級
４８２合　　計

産一般行政職年齢別構成の状況

葛 職員の給与の状況

産人件費の状況
人件費とは、職員と特別職の給与、議員・各種委員報酬
のほか、共済費の使用者負担分を含みます。

平成２２年度普通会計決算

前年度の
人件費比率

人件費比率
（B/A）

人件費
（B）

歳出額
（A）

１４.３ %１４.０%６,２６３,６２３千円４４,８２５,９０５千円

産一般職の給与費の状況
給与費とは、人件費のうち職員に毎月支給する給料に、扶養
手当や住居手当、通勤手当などの各種手当と期末・勤勉手当を
合わせたものです。

平成２３年度普通会計当初予算

１人当たりの
給与費
（B/A）

給与費職員数
（A） 計（B）期末勤勉職員手当給料

千円
６,３２７

千円
３,５５５,６８５

千円
８１２,１０２

千円
４６３,１２２

千円
２,２８０,４６１

人
５６２

平成２３年４月１日現在

議員報酬月額区分給料月額区分

４７０,０００円議　長８３８,０００円市　長

４１５,０００円副議長６９５,０００円副市長

３８４,０００円議　員

産特別職の給料、議員報酬の状況

平成２３年４月１日現在

合　計５６歳以上４８～５５歳４０～４７歳３２～３９歳２４～３１歳２４歳未満年齢区分
４８２８１１３２７２１０８７２１７職員数（人）
１００.０１６.８２７.４１４.９２２.４１５.０３.５構成比（％）

平成２３年４月１日現在

高校卒大学卒学歴別

１４０,１００円１７２,２００円初 任 給

３３１,７２７円３３４,１８５円
平均給料
月　　額

４４.３歳４２.６歳平均年齢

産職員の手当の状況

噛期末手当、勤勉手当の支給割合
平成２３年４月１日現在

計勤勉期末支給月

１.９００月分０.６７５月分１.２２５月分６月

２.０５０月分０.６７５月分１.３７５月分１２月

３.９５０月分１.３５０月分２.６００月分合計

噛退職手当の支給割合
平成２３年４月１日現在

最高限度額勤続３５年勤続２５年勤続２０年区分

５９.２８月分４７.５０月分３３.５０月分２３.５０月分自己都合

５９.２８月分５９.２８月分４１.３４月分３０.５５月分勧奨、定年

その他の加算措置　定年前早期退職特例措置　２～２０％加算

産一般行政職の初任給等の状況

 次ページ左上に続く
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岩岩見見沢沢市市のの岩見沢岩見沢市市のの

人人事事行行政政のの運運営営等等のの状状況況人事行政の運営人事行政の運営等等のの状状況況

　市の職員数や給与、勤務条件などの状況を

市民の皆さんにお知らせします。　なお、詳細

は市のホームページに掲載しています。



その他の手当の状況
　噛扶 養 手 当　配偶者で月額１３,０００円、その他の扶養親族で月額６,５００円など
　噛通 勤 手 当　通勤距離が片道２娃以上で、交通機関または交通用具利用者に支給
　噛時間外勤務手当　正規の勤務時間を超えて勤務した職員に支給
　噛住 居 手 当　借家、借間で家賃負担額に応じて月額２７,０００円まで、持ち家で月額４,５００円など
　※このほかにも、管理職手当、寒冷地手当、地域手当、特殊勤務手当などがあります。

産職員の手当の状況

葛 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

産勤務時間の状況
平成２３年４月１日現在

勤務時間
１日１週間

７時間４５分３８時間４５分

勤務時間の割り振り
休憩時間終業始業

６０分１７時３０分８時４５分

休日
週休日：土・日曜日
休　日：国民の祝日と１２月３１日から翌年１月５日

産休暇取得の状況

　噛年次有給休暇
　　職員には、１年につき２０日間の年次有給
休暇が与えられ、年内に使用しなかった
休暇は、勤続年数に応じて、２０日間を限
度に翌年へ繰り越すことができます。

　　平成２２年中の職員１人当たりの取得日数
は６.７日でした。

　噛病気休暇
　　職員が負傷または疾病のため療養する必
要があり、勤務しないことがやむを得な
い場合に認められます。

　　平成２２年度の取得職員数は５１人でした。
　噛介護休暇
　　職員が配偶者、父母などの介護をするた
め、勤務しないことが相当であると認め
られる場合に取得することができます。

　　平成２２年度の取得職員はいませんでした。

産育児休業の状況
３歳に満たない子を養育する場合に、職員の請求に
より、その子が３歳になるまで休業することができ
ます。平成２２年度の取得職員数は１９人でした。

葛 職員の分限および懲戒処分の状況

産分限処分の状況
　職員が、心身の故障などにより、職務を十分果
たすことができない場合に、効率的な運営を確
保するため行う処分です。平成２２年度は休職
９人でした。

産懲戒処分の状況
　公務員の秩序を維持するための職員の義務違
反に対する矯正措置です。平成２２年度は戒告
４人、減給２人、免職１人でした。

葛 職員の服務の状況

産服務規律維持の取組状況
　市民の疑惑や不信感を招かないように、倫理
保持および交通安全などを機会があるごと
に注意喚起し、職員研修でも、市職員として
の資質向上を図っています。

産営利企業等の従事許可に関する許可の状況
　職務の公平性を確保するため、職員は営利企
業等に従事することを制限されています。
ただし、職務の遂行に支障を及ぼすおそれが
ない場合には、許可することができます。

葛 職員の研修の状況

職員には、勤務能力の発揮と増進のために研修を
行っています。平成２２年度の受講者は、一般研
修１１９人、特別研修６０人、派遣研修２３人でした。

葛 職員の福祉および利益の保護の状況

産健康管理・福利厚生事業の取組状況
　職員が元気に安心して働き、能力を十分に発
揮できるよう、定期健診や人間ドックなどの
健康管理と体育や文化活動などの余暇活動
を支援する福利厚生を行っています。

産公務災害等の認定状況
　職員が通勤の途中や勤務中に災害が発生し
た場合に、その災害で生じた損害を補償する
災害補償制度があります。平成２２年度の公
務災害認定件数は６件でした。

葛 公平委員会の業務の状況

職員は、勤務条件に適当な措置が執られるよう要
求したり、不利益な処分を受けた時に申し立てし
たりすることができます。これらの要求や処分
が適当であるかを審査する独立した機関が公平
委員会です。平成２２年度はこれらの要求や申し
立てはありませんでした。

前ページからの続き
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